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【投資者に対する注意事項】  

１ TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを

含んでいる場合があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要件及

び適時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があり

ます。また、投資者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要

があります。特に、第一部 第３ ４【事業等のリスク】において公表された情報を慎重に検討する

必要があります。 

２ 発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法（以下「法」とい

う。）第21条第１項第１号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに

準ずる者）をいう。）は、発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべ

き重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたとき

は、法第27条の34において準用する法第22条の規定に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、情

報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該有価

証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っていた

ときは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知ら

ず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、上記

賠償責任を負いません。 

３ TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金

融商品市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Marketにおい

ては、J-Adviserが重要な役割を担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証券に関

する有価証券上場規程の特例に従って、各上場会社のために行動するJ-Adviserを選任する必要があ

ります。J-Adviserの役割には、上場適格性要件に関する助言及び指導、並びに上場申請手続のマネ

ジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、東京証券取引所のホームページ等に掲げら

れるTOKYO PRO Marketに係る諸規則に留意する必要があります。 

４ 東京証券取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事

項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を

含みますが、これらに限られません。）について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責

任その他の一切の責任を負いません。 
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第一部【企業情報】 

 

第１【本国における法制等の概要】 

該当事項はありません。 

 

第２【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次  第25期 第26期 第27期 

決算年月  2023年12月 2024年12月 2025年12月 

売上高 (千円) 1,943,300 2,156,871 2,247,263 

経常利益 (千円) 127,217 214,664 150,077 

当期純利益 (千円) 89,975 70,280 106,332 

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － － － 

資本金 (千円) 45,000 45,000 45,000 

発行済株式総数 （株） 90,000 90,000 90,000 

純資産額 (千円) 377,581 441,199 540,847 

総資産額 (千円) 1,256,202 1,278,381 1,382,857 

１株当たり純資産額 (円) 4,195.35 4,902.21 6,009.42 

１株当たり配当額 
(うち１株当たり中間配当額) 

(円) 75.0  
(－) 

75.0  
(－) 

115.0  
(－) 

１株当たり当期純利益 (円) 999.72 780.89 1,181.47 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 (円) － － － 

自己資本比率 (％) 30.1 34.5 39.1 

自己資本利益率 (％) 26.9 17.2 21.7 

株価収益率 (倍) 2.2 － － 

配当性向 (％) 7.5 9.6 9.7 

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 103,403 62,909 75,670 

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △102,268 △58,719 △72,497 

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 89,012 △39,232 △37,425 

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 348,264 313,223 278,971 

従業員数 (名) 190 199 226 

（注１） 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。 

（注２） 当社は関連会社を有していないため、持分法を適用した場合の投資利益については記載しておりません。 

（注３） 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

（注４） 株価収益率については、第26期及び第27期は当社株式の売買実績がなく株価を把握できないため記載しておりません。 

（注５） 従業員数は就業人員であります。 

（注６） 特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第128条第３項の規定に基づき、第25期から第27期までの財務諸

表について監査法人コスモスの監査をそれぞれ受けております。 
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２【沿革】 

当社は、1999年東京都中央区日本橋本町において、システムの企画、開発、販売及び設計業務を主たる目的

とする会社として、当社前代表取締役社長である柴田美知男とソフトウェア技術者の有志が集まり設立いたし

ました。 

当社設立以後の経緯は、次のとおりであります。 

  

年月 事項 

1999年１月 
 

東京都中央区日本橋本町においてシステムの企画、開発、販売及び設計業務を主たる目的
として資本金1,200万円にて株式会社ウイズ・ワンを設立 

2003年３月 業容拡大により、本店を東京都中央区日本橋大伝馬町３番３号に移転 

2015年３月 情報セキュリティマネジメントシステムISO27001の認証を取得 

2015年10月 労働者派遣事業の認可を取得 

2015年12月 九州地区の受注拡大に伴い、福岡市博多区に九州開発センターを開設 

2018年４月 受託開発の拠点として東京都中央区小伝馬町に日本橋開発センターを開設 

2019年３月 
 

新人教育の充実のため、東京都中央区小伝馬町に教育センターを開設 
受託開発の拡大を受け、日本橋開発センターを東京都中央区大伝馬町に移設 

2021年３月 業務品質向上を目的に品質管理マネジメントシステムISO9001の認証を取得 

2021年４月 九州地区の受注拡大に伴い、九州開発センターを九州支社に変更 

2023年３月 ㈱東京証券取引所 TOKYO PRO Marketに上場 

2023年10月 東京都中央区日本橋本町にソフトウェア開発センターを開設 

2024年10月 業容拡大により、本店を東京都中央区日本橋大伝馬町６番８号に移転 

2025年７月 長崎県長崎市にNagasaki Hubを開設 
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３【事業の内容】 

当社では主にオープンシステム開発を中心とした業務システムの提案を行うシステム開発事業及び 

ネットワーク/サーバ構築、保守・運用を行うインフラ事業を主体とするソリューションサービス事業

を行っております。各拠点で事業の内容は同様であります。全社として営業先の開拓、人材育成に注

力しており、長期的視点で拡大を目指しております。 

各事業の内容は次のとおりであります。なお、単一セグメントであるため、セグメント別の記載を 

省略しております。 

 

（１）システム開発事業 

① 各種システムの設計、開発及び保守業務 

大手システムインテグレータを経由して受託したシステム開発や顧客から直接受託したシステム開発

を行っております。基本的に顧客先に常駐して顧客システムの開発・保守を行います。 

金融、通信、流通、サービス等の幅広い分野の業務システムを開発しており、販売管理、顧客管理な

どの基幹システム開発、保守運用などシステム開発全般を行っております。 

 

 

（注１） 「AWS」は「Amazon Web Services」の略で、Amazon社が提供するクラウドサービスです。 

（注２） 「Azure」は、マイクロソフト社が提供するクラウドサービスです。 

（注３） 「Apache」は、オープンソースのWebサーバソフトです。 

（注４） 「IIS」は、「Internet Information Services」の略で、マイクロソフト社が提供するWeb 

サーバソフトです。 

（注５） 「WebLogic」は、Oracle社が提供するアプリケーションサーバです。 

（注６） 「WebSphere」は、IBM社が提供するアプリケーションサーバです。 

（注７） 「Interstage」は、富士通が提供するシステム構築用のミドルウェアの総称です。 

  

【業種及び事例】

金融 流通
・証券基幹システム更改 ・生協向け物流システム開発
・クレジット基幹システム再構築 ・生協向け運用システム開発、保守
・銀行営業店端末及びATM業務開発 ・宅配企業システム更改
・生保業務システム開発 ・販売管理システム開発

通信 一般／その他
・顧客管理システム開発 ・旅行業務システム開発
・通信会社収支管理システム更改 ・電力小売業精算管理システム開発
・セキュリティソフト開発 ・購買管理パッケージ保守開発
・統合型資産管理パッケージ保守開発 ・セキュリティ対策パッケージ保守

【技術領域】

OS DBMS 開発言語 その他

UNIX、Linux、
Windows、汎用機OS 他

Oracle、SQL Server、
MySQL、PostgreSQL、
DB2、MariaDB、Aurora

他

Java、JavaScript、
PHP、Python、
.NET(C#､VB)、
C/C++､COBOL 他

AWS、Azure、
Apache、IIS、

WebLogic、WebSphere、
Interstage 他
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② 受託開発業務 

業務システムやWebアプリ、モバイルアプリ等の各種ソフトウェア開発について、要件定義、設計、

製造、試験、運用の各工程に合わせたチームを構築して受託開発を行っております。 
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（２）インフラ事業 

① サーバ・ネットワーク構築業務 

インフラ構築（ネットワークの設計、ハードウェア・ミドルウェアの導入）を行っております。個別

オンプレミスでのインフラ構築だけでなく、パブリッククラウド・プライベートクラウドを活用したイ

ンフラ構築を行っております。 

② システム運用業務 

日常的な運用業務・オペレーション代行など、システムの安定稼動を維持し、運用管理における顧客

の負担を軽減する業務を行っております。システム運用管理の一括受託から運用監視要員の派遣、サー

バ及びネットワークの運用管理等を行います。 
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（事業系統図） 

以上の説明を事業系統図によって示すと次のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

顧客企業 

システムインテグレータ 

システム開発事業 インフラ事業 

ネットワークの設計、

ハードウェア・ミドル

ウェアの導入及びその

運用・保守 

システム開発及び 

アプリケーション開発 

当社 

システム開発及び 

アプリケーション開発 

委
託
先 
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４【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

 

５【従業員の状況】 

（１）発行者の状況 

 2025年12月31日現在     

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

226 33.3 5.8 4,553 

（注１） 従業員数は就業人員であります。 

（注２） 従業員数は前期末の199名から27名（約13％）増加しております。増加の理由は営業力強化のため、地方拠点を含め

た積極採用を推進したためであります。 

（注３） 平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。 

（注４） 当社は、システム開発事業及びインフラ事業を主体とするソリューションサービス事業を行っており、単一セグメン

トであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

 

（２）労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 
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第３【事業の状況】 

 

１【業績等の概要】 

（１）業績 

当事業年度における世界経済は、インフレ抑制が進み主要国で利下げが転換点となった一方、地政学的リ

スクと貿易政策の激変に揺れた一年でした。上半期は、米国の新政権発足に伴う追加関税への警戒感から、

世界的にサプライチェーンの再編が加速しました。関税導入前の駆け込み需要が一時的に貿易量を押し上げ

ましたが、中盤以降はコスト増と不透明感から投資が手控えられ、成長は減速傾向を辿りました。下半期は、

生成AI関連の投資が引き続きハイテク産業を牽引したものの、中国経済の停滞や欧州のエネルギー問題が重

荷となり、世界全体の成長率は3.2%程度に留まりました。 

日本経済は、デフレ脱却に向けた歩みを進める一方、外部環境の激変に翻弄された一年でした。上半期は、

春闘での大幅な賃上げを背景に実質賃金がプラス転換し、個人消費に回復の兆しが見えました。4月開幕の大

阪・関西万博もインバウンド需要を牽引しました。しかし、米国の追加関税への懸念から製造業の先行きに

不透明感が漂いました。下半期は、新政権の発足という政局の動きが経済政策に影響を与え、積極財政への

期待から日経平均株価が史上初の5万円台に到達しました。一方、日銀の追加利上げに伴う金利上昇や米国の

新たな関税の現実化が輸出の重石となり、景気の実感と数字の乖離を抱えたまま今年へ引き継がれました。 

当社が属する情報サービス産業においては、生成AIの社会実装が「検証」から「実働」へと移行し、業界

構造が激変した一年でした。上半期は、懸念された「2025年の崖」への対応がピークを迎え、レガシーシス

テムの刷新需要がITゼネコンの業績を押し上げました。同時に、大手企業を中心に言語系AIの導入率が7割を

超え、AIエージェントによる業務自動化が本格化しました。下半期は、AI法案の施行に伴い、ガバナンス構

築支援や高度なセキュリティ対策への需要が急増しました。一方で、AIによる開発効率の向上は、従来型の

工数単価ビジネスに再考を迫りました。深刻なIT人材不足を背景に、スキル習得を通じたリスキリング支援

サービスも大きく成長し、技術の民主化と二極化が同時に進んだ年となりました。 

このような環境下において、当社は引き続き、システムコンサルティング、開発・設計を通じ、時代の最

先端のニーズに対して常にフレキシブルに応えながら、社会の情報化に貢献することを目指し、更なる採算

性の重視、品質の向上に努めてまいりました。また、地方拠点の拡充、積極的な事業拡大を推進しており、7

月に長崎市への新拠点「Nagasaki Hub」をオープンしております。これらの結果、売上高は2,247,263千円

（前期比4.2％増加）、営業利益は134,972千円（同36.2％減少）、経常利益は150,077千円（同30.1％減少）、

当期純利益は106,332千円（同51.3％増加）となっております。 

なお、当社は、システム開発事業及びインフラ事業を主体とするソリューションサービス事業を行ってお

り、単一セグメントであるため、セグメントごとの記載に代えて、事業別に記載いたします。 

[システム開発事業] 

 売上高は1,943,103千円（前期比6.3％増加）となりました。これは主に、既存顧客に対する継続的な受注

活動、積極的な人材の採用及び当社内の組織変更によりシステム開発事業の人員が増加したためであります。 

[インフラ事業] 

 売上高は304,159千円（前期比7.5％減少）となりました。これは主に、当社内の組織変更によりインフラ

事業の人員が減少したためであります。 

 

(２) キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は278,971千円（前期比34,252千

円減少）となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は75,670千円（前事業年度は62,909千円の獲得）となりました。主な増加要

因は税引前当期純利益の計上150,077千円、未払金の増加額34,745千円等、主な減少要因は売上債権及び契約

資産の増加額63,414千円、未払消費税等の減少額37,797千円、法人税等の支払額19,469千円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は72,497千円（前事業年度は58,719千円の使用）となりました。主な減少要

因は定期預金等の預入による支出518,706千円、保険積立金の積立による支出20,259千円、有形固定資産の取
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得による支出7,271千円等、主な増加要因は定期預金の払戻による収入478,014千円等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は37,425千円（前事業年度は39,232千円の使用）となりました。主な減少要

因は長期借入金の返済による支出172,675千円等、主な増加要因は長期借入れによる収入150,000千円等であ

ります。 

 

２【生産、受注及び販売の状況】 

当社は、システム開発事業及びインフラ事業を主体とするソリューションサービス事業を行っており、単一

セグメントであるため、セグメント別の記載に代えて事業部門別に記載しております。 

 

（１）生産、仕入実績 

生産実績につきましては、該当事項はありません。また、仕入実績につきましては、金額的重要性が乏し

いため、記載を省略しております。 

 

（２）受注実績 

受注実績につきましては、金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。 
 

（３）販売実績 

当事業年度の販売実績を事業部門ごとに示すと、以下のとおりです。 

事業部門の名称 
当事業年度 

（自 2025年１月１日 
至 2025年12月31日） 

前期比（％） 

システム開発事業 （千円） 1,943,103 106.3 

インフラ事業 （千円） 304,159 92.5 

合計 （千円） 2,247,263 104.2 

（注）最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりです。 

相手先 

前事業年度 
（自 2024年１月１日 
至 2024年12月31日） 

当事業年度 
（自 2025年１月１日 
至 2025年12月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

TDCソフト㈱ 669,527 31.0 667,256 29.7 

富士通㈱ 453,234 21.0 378,372 16.8 
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３【対処すべき課題】 

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

 

日本経済は今後、国内外の政治情勢やエネルギー価格の高騰、物価高騰による下押し圧力を受けるリスクが

あります。 

当社が属する情報サービス産業においては、生成AIの普及やガバナンス構築支援、高度なセキュリティ対策

が見込まれるとともに、社会全体の変革を目的としたDX（デジタルトランスフォーメーション）の拡大が加速

し、さらに人手不足の深刻化や業務のデジタル化に対応するためのソフトウェアの導入・刷新など、企業成長、

競争力強化を目的とするIT投資は総じて堅調に推移すると予想されております。 

一方で、IT技術者不足が常態化し人材の確保及び育成が大きな課題となっております。 

こうした経営環境に対応するため、今後当社といたしましては、営業力強化のための体制強化、賃上げ、地

方拠点を含めた積極採用を推進し、人材への投資を行ってまいります。 

顧客の更なる価値向上に貢献するため、特に下記の４点を重要課題として取り組んでまいります。 

 

（１）技術力確保と品質向上及び生産性向上 

当社が属する情報サービス産業においては、技術革新のスピードが速く、特にソフトウェアを支える技術

は日々進化しております。クラウドコンピューティング、AI、IoT、RPA、ブロックチェーン及びマイクロサ

ービス等の技術革新による業務効率化等のニーズの高まりにより当社を取り巻く事業環境は大きく変化して

おります。 

こうした事業環境の中、最先端技術習得の強化と専門技術の高度化を図り、最新の技術力確保と品質向上

に努め、開発コストの低減を図り生産性向上に努めてまいります。 

 

（２）技術者の確保 

当業界において優秀な技術者を確保することは、会社の発展、成長に欠かせない要件となっております。 

このような状況下、当社はオンラインを活用した採用活動を推進しながら、継続的な会社の発展、成長を支

えるための新卒採用活動を強化し、地方を含め優秀な技術者の確保に努めております。 

また、技術者確保のひとつの方法として、パートナーと位置付ける協力会社からの技術者の受け入れを行

っており、新規開拓及び継続的関係強化により社外からの技術者の確保にも努めてまいります。 

 

（３）人財の育成 

当社は、人財が重要な財産であると認識し、会社を発展成長させるための重要な課題として人財育成に取

り組んでおります。技術面においては、最先端技術習得の強化と専門技術の高度化による技術力の向上をは

じめ、プロジェクトマネジメント力及び品質管理能力の向上を図っております。営業面においては、業界動

向や顧客情報の早期収集により顧客目線に立った提案力の強化を図っております。当社のビジョンである

「個性と能力を発揮し、自己実現にチャレンジする会社」を目指し、人財の育成に注力いたします。 

 

（４）業務の適正を確保するための体制の強化 

当社は、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性の確保のため、違法行為や不正等が行われることなく、

組織が健全かつ有効・効率的に運営されるよう、内部統制システムを整備し適切に運用してまいります。 

また、コンプライアンスに留意のうえ企業統治を一層強化する観点から、継続的改善に努める旨の内部統制

システムの構築に関する基本方針を決定しております。 

詳細は、「第一部 企業情報 第５【発行者の状況】  ６【コーポレート・ガバナンスの状況等】」に記載のと

おりであります。 
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４【事業等のリスク】 

以下において、当社の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載

しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重

要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。

当社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努めてまいり

ます。 

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであり、実際の結果とは

異なる可能性があります。 

 

（１）事業環境について 

システム開発事業においては、設備投資及び開発投資動向が当社の想定どおりに推移する保証はなく、顧

客の収益動向が悪化した場合は情報サービス投資が縮小し、当社の経営成績及び財政状態は影響を受ける可

能性があります。また、当社事業については、システム開発以外の各企業等の情報化投資の動向により影響

を受ける可能性があります。 

また、大規模事業者から小規模事業者まで多数の事業者が存在しており、これら事業者との競合が生じて

おります。現状においては、政府や民間企業のIT化推進等に伴い業界全体における開発需要は堅調であるも

のの、一部で競合激化等による価格競争は生じております。この影響による開発需要の減少や新規参入増加

等により更に競争が激化した場合は、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

当社では、長年積み重ねたシステム開発事業の経験を活かし、既存顧客を中心としたリピートオーダーの

確保や新たなニーズの掘り起こしに加え、需要拡大が見込まれる成長分野や新規顧客の獲得に向けた営業活

動を積極的に進めてまいります。 

 

（２）特定取引先への依存について 

当社の販売先上位への売上高構成比は、当事業年度においてTDCソフト株式会社が約30％、富士通株式会社

が約17％と合計で約47％となっており、２社に占める依存度が高い状況にあります。当社としては今後も、

上記２社に対して積極的な営業活動を行い受注拡大に努めてまいりますが、上記２社の方針や事業戦略等に

変化が生じた場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

当社では、更なる事業拡大に向け上記２社以外にもNTTグループ等との取引拡大に向け注力しており、今後

も継続的に受注拡大を図ってまいります。 

 

（３）収益構造について 

当社のほとんどの事業においては、原価の相当部分が、人件費、賃貸料などの固定費で構成されているた

め、売上の小幅な減少であっても、営業利益に大きな影響を及ぼすことになります。このようなリスクへの

対応策として、当社では、構造改革（固定費削減等）による損益分岐点低下に努めているものの、このよう

な収益構造が、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

（４）当社の事業体制等について 

① 開発プロジェクトの管理について 

システム開発事業においては、請負契約により受注することもあります。当該業務の性質上、作業見積り

等により受注条件の交渉を行っております。当初の見積り以上の作業工数が必要となり開発案件の採算性悪

化や作業遅延が発生したり、契約後におけるシステム開発案件の仕様変更等により開発費用の追加が発生し

たりする可能性もあり、受注競争激化や優秀な技術者不足による見積精度の低下等により、当社の経営成績

及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

当社では、今後も技術者教育の強化と共に、作業遅延等が発生しないようプロジェクトマネジメント力の

強化を図ってまいります。 

② 当社が開発するソフトウェアの不具合発生について 

システム開発事業においては、顧客の検収後にシステムの不具合（いわゆるバグ）等が発見される場合が

あります。当社が顧客へ納品するソフトウェアの不具合等に起因して顧客企業等における重大なシステム障

害が発生した場合や、不具合等の発生に対して適切且つ迅速な処理または対応が困難となった場合には、顧
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客からの損害賠償請求や当社の信頼低下等が生じる恐れがあり、当社の事業展開、経営成績及び財政状態等

に影響を及ぼす可能性があります。 

当社では、ISO9001を認証取得し、品質マネジメントシステムに基づいた品質管理体制を構築し品質向上

対策の強化に努めており、今後も顧客へ納品するソフトウェアの不具合等の発生防止に留意してまいります。 

③ 情報セキュリティ管理について 

当社は顧客の情報システムを構築する過程において、個々の顧客業務内容等の機密情報を入手し得る立場

にあることから、当社の過失や第三者による不法行為によって顧客の個人情報や機密情報、当社が保有する

個人情報等が外部へ流出した場合には、当社への損害賠償請求や社会的信用の失墜等により、当社の事業展

開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

当社では、情報セキュリティ基本方針に基づき、個人情報を含めた情報管理に関する社内教育を徹底し、

外部委託先との機密保持契約の締結や入退出管理、アクセス可能者の制限、アクセスログ取得等の情報セキ

ュリティ対策を適切に実施しております。 

また、当社ではISO27001に準拠した情報セキュリティマネジメントシステムを用いた情報セキュリティ体

制を構築し情報セキュリティ対策の強化に努めており、今後も個人情報を含めた機密情報の漏えい防止に留

意してまいります。 

 

（５）開発技術について 

① 技術革新への対応について 

ソフトウェア業界においては、技術革新のスピードが速く、ソフトウェアを支える技術は日々進化してお

ります。 

最新技術の習得及び開発技術力の向上については、個々の技術者の取り組みに依存する部分もあり、業界

における技術革新に対して当社の対応が遅れた場合には、顧客企業に提供する技術品質の低下等により、競

争力が損なわれ、当社の事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

当社では、毎年見直しを図りながら実践的な技術教育を行うと共に、最先端技術や注力分野の技術者育成

にも積極的に取り組んでおります。個々の技術者が継続的にスキルアップできるようなフォローアップ体制

も強化しながら、今後においても継続的に技術者教育に取り組んでまいります。 

② 知的財産権の対応について 

システム開発事業においては、ソフトウェア開発にかかる技術ノウハウの蓄積は推進しているものの、公

知の技術を活用した受託開発が主体であることから、当社の開発成果による特許性を有する独自技術等は生

じ難い業態であります。 

一方で、当社が属するソフトウェア業界等においては、自社技術保護の観点から知的財産権が注目され、

特許等の申請が増加傾向にあります。当社が事業上用いる技術ノウハウ等について、当社が認識しない第三

者が既に知的財産権を取得している、もしくは、第三者が今後において知的財産権を取得した時には、当該

第三者より使用差止及び損害賠償等の訴えを起こされる場合や知的財産権の使用にかかる対価の支払い等が

発生する恐れがあり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

当社では、弁護士や弁理士への事前相談を行う等により、第三者が保有する知的財産権を侵害しないよう

に留意しつつ事業を展開しており、今後も継続的に留意してまいります。なお、現時点において、第三者よ

り知的財産権の侵害に関する指摘等を受けた事実はありません。 

 

（６）法的規制について 

① 労働者派遣及び準委任契約による業務について 

当社は顧客企業と業務請負契約を締結後、業務の遂行にあたり、当社の従業員が顧客企業内にて業務を行

う必要が生じた場合には、必ず監督者としてリーダーを常駐させ、従業員への指揮命令を当該リーダーが行

うこととする体制にしております。また当該リーダーからは定期的な業務報告を受けることとしており、偽

装請負問題に発展しないための対策を講じるなど、関係法令を遵守して運営しております。しかしながら、

労働者派遣法に定める派遣事業主としての欠格事由に該当もしくは当局により偽装請負問題を指摘され、是

正指導に従わない等、法令に違反する事項が発生した場合には、事業の停止や派遣事業者の許可の取り消し

をされる可能性があり、その場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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②長時間労働と労務問題について 

当社は、時間外労働及び休日労働を含めた全ての勤務時間管理については、全てクラウド勤怠管理システ

ムで時間管理をしておりますが、提供するサービスや構築システムの社会性の高さ、また、システム開発の

属人性の高さから、緊急時において長時間労働が発生する可能性があり、健康問題や労務問題につながる可

能性があります。 

 

（７）災害等の発生について 

地震・暴風雨・洪水等の自然災害、火災・テロ・暴動・戦争等の人災、感染症が発生し、当社の従業員の

勤務に大きな支障をきたした場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、当社

の拠点及び顧客先において、社会インフラの損壊や機能低下等、予想を超える事態が発生した場合は、当社

の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（８）担当J-Adviserとの契約の解除に関する事項について 

特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第102条の定めにより、TOKYO PRO Market上場企業は、

東京証券取引所により認定を受けたいずれかの担当J-Adviserと、株式上場の適格性審査及び株式上場後の

上場適格性を維持するための指導、助言、審査等の各種業務を委託する契約（以下「J-Adviser契約」とし

ます。）を締結する義務があります。本発行者情報公表日時点において、当社がJ-Adviser契約を締結してい

るのは三田証券株式会社（以下「同社」とします。）であり、同社とのJ-Adviser契約において当社は、下記

の義務の履行が求められております。下記の義務の履行を怠り、又はJ-Adviser契約に違反した場合、相手

方は、相当の期間（特段の事情のない限り１ヶ月）を定めてその義務の履行又は違反の是正を書面で催告し、

その催告期間内にその義務の履行又は違反の是正がなされなかったときは、J-Adviser契約を解除すること

ができる旨の定めがあります。また、上記にかかわらず、当社及び同社は、両当事者による書面による合意

又は相手方に対する１ヶ月以上の書面による通知を行うことにより、いつでもJ-Adviser契約を解除するこ

とができる旨の定めがあります。当社が同社より上記の解除にかかる催告期間において、下記の義務の履行

又は違反の是正が果たせない場合、または同社に代わる担当J-Adviserを確保できない場合は、当社普通株

式のTOKYO PRO Market上場廃止につながる可能性があります。 

 

＜J-Adviser契約上の義務＞ 

・特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第113条に定める上場適格性要件を継続的に満たすこと 

・特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例及び特定上場有価証券に関する有価証券 上場規程の特

例の施行規則に従い、投資者への適時適切な会社情報の開示に努めること  

・上場規程特例に定める上場会社及び新規上場申請者の義務を履行すること  

 

＜J－Adviser 契約解除に関する条項＞  

当社（以下「甲」とします）において下記の事象が発生した場合には、三田証券株式会社（以下 「乙」と

します。）からの催告無しでJ-Adviser契約を解除することができるものと定められております。  

（1）債務超過  

甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合（上場後１年間において債務超過の状態になった

場合を除く。）において、１年以内（審査対象事業年度の末日の翌日から起算して１年を経過する日（当該

１年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日の後最初に到来する

事業年度の末日）までの期間をいう。以下、本号において同じ。また「２年以内」も同様。）に債務超過の

状態でなくならなかったとき。ただし、甲が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続、産業競争力

強化法（以下「産競法」という。）第２条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該

手続が実施された場合に おける産競法第48条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含

む。）又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を

行うことにより、当該１年を経過した日から起算して１年以内に債務超過の状態でなくなることを計画し

ている場合（乙が適当と認める場合に限る。）には、２年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき。 

なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、甲が審査対象事業年度に係る決算（上場会

社が連結財務諸表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、連結財務諸表を作成すべき会社でない
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場合には事業年度に係る決算とする。）の内容を開示するまでの間において、再建計画（本号ただし書に定

める１年以内に債務超過の状態でなくなるための経営計画 を含む。）を公表している場合を対象とし、甲

が提出する当該再建計画並びに次のａ及びｂに定める書面に基づき行うものとする。 

ａ 次の（ａ）から（ｃ）に定める書面  

（ａ）法律の規定に基づく再生手続き又は更生手続を行う場合 当該再建計画が、再生計画又は更生計画と

して裁判所の認可を得ているものであることを証する書面 

（ｂ）産競法第２条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実施された場

合における産競法第48条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）を行う場

合 

当該再生計画が、当該手続にしたがって成立したものであることを証する書面 

（ｃ）私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行

う場合 

当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載

した書面 

ｂ 本号ただし書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための経営計画の前提となった重要な事項

等が、公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面 

（2）銀行取引の停止 

甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった場合  

（3）破産手続、再生手続又は更生手続 

甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合（甲が、

法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生

手続を必要と判断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合

とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生

手続を必要とするに至った場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃま

でに掲げる場合には、当該ａからｃまでに定める日に本号前段に該当するものとして取り扱う。 

ａ 甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかな

い整理を行う場合 

甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日 

ｂ 甲が、債務超過又は支払い不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困

難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは

大部分の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った

場合 

甲から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日（事業

の大部分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙が認めた日） 

ｃ 甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に

関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の

額が直前事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る。） 

甲から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日  

（4）前号に該当することとなった場合においても、甲が次のａからｃまでに該当する再建計画の開示を行った

場合には、原則として本契約の解除は行わないものとする。  

ａ 次の（ａ）又は（ｂ）に定める場合に従い、当該（ａ）又は（ｂ）に定める事項に該当すること。 

（ａ）甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合 

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の許可を得られる見込みがあるものであるこ

と。  

（ｂ）甲が前号ｃに規定する合意を行った場合 

当該再生計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであるであること。 

ｂ 当該再建計画に次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる事項が記載されていること。 

 （ａ）TOKYO PRO Marketに上場する有価証券の全部を消却するものでないこと。  

（ｂ）前ａの（ａ）に規定する見込みがある旨及びその理由又は同（ｂ）に規定する合意がなされている
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こと及びそれを証する内容  

ｃ 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当で

ないと認められるものでないこと。 

（5）事業活動の停止 

甲が事業活動を停止した場合（甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合）又は

これに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる

場合その他甲が事業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当

該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。 

ａ 甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の全部

又は一部として次の（ａ）又は（ｂ）に該当する株券等を交付する場合は、 原則として、合併がその効

力を生ずる日の３日前（休業日を除外する。）の日  

（ａ）TOKYO PRO Marketの上場株券等 

（ｂ）特例第132条の規定の適用を受け、速やかにTOKYO PRO Marketに上場される見込みのある株券等  

ｂ 甲が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会（普通

出資者総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併について株主総会の決議に

よる承認を要しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。）に

ついての書面による報告を受けた日） 

ｃ 甲が、ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（本条第３号ｂの規定の適用を受ける

場合を除く。）は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日 

（6）不適当な合併等  

甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類するもの（ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅰの

２ 非上場会社を子会社とする株式交付、ⅱ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅲ 非上場会

社からの事業の譲受け、ⅳ 会社分割による他の者への事業の承継、ⅴ 他の者への事業の譲渡、ⅵ 非上

場会社との 業務上の連携、ⅶ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅷ その他非上場会社 

の吸収合併又はⅰからⅶまでと同等の効果をもたらすと認められる行為）で定める行為（以下 本号にお

いて「吸収合併等」という。）を行った場合に、甲が実質的な存続会社でないと乙が認めた場合 

（7）支配株主との取引の健全性の毀損  

第三者割当により甲の支配株主（甲の親会社又は甲の議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者）

が異動した場合(当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込み

がある場合を含む)において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めると

き 

（8）発行者情報等の提出遅延 

甲が提出の義務を有する特定証券情報、発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に定め

る期間内に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合  

（9）虚偽記載又は不適正意見等 

次のａ又はｂに該当する場合  

ａ 甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合 

ｂ 甲が財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報告書については

「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨(天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によ

るものである場合を除く。)が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合  

（10）法令違反及び上場契約違反等 

甲が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合 

（11）株式事務代行機関への委託 

甲が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととな

ることが確実となった場合  

（12）株式の譲渡制限 

甲がTOKYO PRO Marketに上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合  

（13）完全子会社化 

甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合 
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（14）指定振替機関における取扱い 

甲が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合  

（15）株主の権利の不当な制限 

甲が次のａからｇまでのいずれかに掲げる行為を行っている場合において、株主の権利内容及びその行

使が不当に制限されていると乙が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されている

と乙が認めた場合をいう. 

ａ 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する

買収への対抗措置（以下「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株

予約権を導入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買収への対抗措置の発動の時点

の株主に割り当てるために、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。） 

ｂ ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不

発動とすることができないものの導入 

ｃ 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を

要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である甲の主要な事業を行ってい

る子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式 を甲以外の者を割当先として発行する場合に

おいて、当該種類株式の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が認めるときは、甲

が重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するも

のとして取り扱う。） 

ｄ TOKYO PRO Marketに上場している株券について、株主総会において議決権を行使することができる事項の

うち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又

は決定 

ｅ TOKYO PRO Marketに上場している株券より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項につい

て株主総会において一個の議決権を行使することができる株の株式に係る剰余金の配当請求権その他の

経済的利益を受ける権利の価額等が TOKYO PRO Marketに上場している株券より低い株式をいう。）の発行

に係る決議又は決定 

ｆ 議決権の比率が300％を超える第三者割当に係る決議又は決定 

ｇ 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式合併その他同等の効果をもたらす行為に係

る決議又は決定  

（16）全部取得 

甲がTOKYO PRO Marketに上場している株券に係る株式の全部を取得する場合 

（17）株式等売渡請求による取得 

特別支配株主が甲の当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合 

（18）株式併合 

甲が特定の者以外の株主の所有するすべての株式を１株に満たない端数となる割合で株式併合を行う場

合 

（19）反社会的勢力の関与 

甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYO PRO Marketの市

場に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき 

（20）その他 

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙若しくは東京証券取引所が上場廃止を適当と認めた場合  

このほか、株主総会の特別決議を経て、当社が東京証券取引所へ「上場廃止申請書」を提出した場合に

も上場廃止となります。 

なお、本発行者情報公表日現在において、J-Adviser契約の解約につながる可能性のある要因は発生し

ておりません。 

 

５【重要な契約等】 

  該当事項はありません。 

 

６【研究開発活動】 
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  該当事項はありません。 

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

 

（１）重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。

この財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額

及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を

勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異なる

場合があります。 

 

（２）財政状態の分析 

（流動資産） 

当事業年度末における流動資産の残高は782,692千円で、前事業年度末に比べ32,535千円減少しております。

主な減少要因は現金及び預金の減少98,115千円等、主な増加要因は売掛金及び契約資産の増加63,414千円等

であります。 

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は600,164千円で、前事業年度末に比べ137,010千円増加しておりま

す。主な増加要因は長期預金の増加104,556千円、保険積立金の増加19,672千円等であります。 

（流動負債） 

当事業年度末における流動負債の残高は606,929千円で、前事業年度末に比べ22,454千円増加しております。

主な増加要因は未払金の増加34,745千円、未払法人税等の増加26,641千円等、主な減少要因は未払消費税等

の減少37,797千円等であります。 

（固定負債） 

当事業年度末における固定負債の残高は235,080千円で、前事業年度末に比べ17,626千円減少しております。

主な減少要因は長期借入金の減少20,376千円等であります。 

（純資産） 

 当事業年度末における純資産の残高は540,847千円で、前事業年度末に比べ99,648千円増加しております。

当期純利益106,332千円の計上による利益剰余金の増加及び剰余金の配当6,750千円による利益剰余金の減少

が主な変動要因であります。 

 

（３）経営成績の分析 

「第一部【企業情報】第３【事業の状況】１【業績等の概要】（１）業績」をご参照ください。 

 

（４）キャッシュ・フローの分析 

「第一部【企業情報】第３【事業の状況】１【業績等の概要】（２）キャッシュ・フローの状況」をご参照

ください。 
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第４【設備の状況】 

 

１【設備投資等の概要】 

当事業年度において実施した設備投資の総額は9,826千円であり、その内訳は、建物附属設備9,826千円

（Nagasaki Hubの内装工事等）であります。 

なお、重要な設備の除却等は行っておりません。 

 

２【主要な設備の状況】  

  当事業年度末における主要な設備の状況は次のとおりであります。 

 2025年12月31日現在 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 
帳簿価額（千円） 従業員数 

（名） 建物附属設備 工具、器具及び備品 合計 

本社 

(東京都中央区) 
本社機能 37,179 0 37,179 189 

九州支社 

（福岡県福岡市） 
事務所 577 － 577 30 

Nagasaki Hub 

（長崎県長崎市） 
事務所 9,497 － 9,497 7 

（注１） 当社はシステム開発事業及びインフラ事業を主体とするソリューションサービス事業を行っており、単一セグメント

であるため、セグメント情報の記載を省略しております。 

（注２） 本社、九州支社及びNagasaki Hubは賃借物件であり、その年間賃借料は、本社43,659千円、九州支社4,976千円、

Nagasaki Hub2,570千円であります。 

 

３【設備の新設、除却等の計画】 

（１）重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

 

（２）重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 
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第５【発行者の状況】 

 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

記名・無記名
の別、額面・
無額面の別及

び種類 

発行可能 
株式総数
（株） 

未発行株式数 
（株） 

事業年度末 
現在発行数
（株） 

（2025年12月31日） 

公表日現在 
発行数 
（株） 

（2026年３月27日） 

上場金融商品取
引所名又は登録
認可金融商品取
引業協会名 

内容 

普通株式 360,000 270,000 90,000 90,000 
東京証券取引所 
(TOKYO PRO 
Market)  

権利内容に何
ら限定のない
当社における
標準となる株
式であり、単
元株式数は
100株です。 

計 360,000 270,000 90,000 90,000 － － 

 

（２）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

 

（３）【ＭＳＣＢ等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

 

（４）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金 
増減額 
(千円) 

資本金残高 
(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金 
残高 
(千円) 

2022年10月１日（注） 89,100 90,000 － 45,000 － － 

（注）2022年10月１日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。 

 

（６）【所有者別状況】 

 2025年12月31日現在   

区分 

株式の状況（1単元の株式数100株） 単元未満 
株式の状

況 
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 
金融商品 
取引業者 

その他の 
法人 

外国法人等 個人 
その他 計 

個人以外 個人 

株主数(人) － － － 2 － － 46 48 － 

所有株式数(単元) － － － 5 － － 895 900 － 

所有株式数の割合 
(％) 

－ － － 0.6 － － 99.4 100 － 
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（７）【大株主の状況】 

2025年12月31日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数 
（株） 

株式総数に対する 
所有株式数の割合 

(％) 

柴田 美知男 神奈川県横須賀市 22,800 25.33 

工藤 浩昭 埼玉県ふじみ野市 10,000 11.11 

井手 浩太 埼玉県和光市 8,000 8.89 

五十嵐 圭 東京都町田市 4,600 5.11 

幸 隆志 埼玉県越谷市 4,600 5.11 

栗田 基輝 東京都北区 4,200 4.67 

平野 隼都 東京都葛飾区 3,900 4.33 

小原 紹五 横浜市南区 3,300 3.67 

吉川 正太 東京都足立区 3,000 3.33 

松本 隆裕 神奈川県藤沢市 3,000 3.33 

計 － 67,400 74.89 

（注）株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

 

（８）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 2025年12月31日現在 
  

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 90,000 900 

権利内容に何ら限定のな
い、当社における標準とな
る株式であり、単元株式数
は100株であります。 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 普通株式 90,000 － － 

総株主の議決権 － 900 － 

 

②【自己株式等】 

該当事項はありません。 

 

（９）【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。  
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２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】該当事項はありません。 

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】 

  該当事項はありません。 

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

該当事項はありません。 

 

３【配当政策】 

当社では株主に対する利益還元を経営上の重要政策として認識し、経営成績の状況、取り巻く環境及び中長

期を展望した財務体質を勘案し、継続的かつ安定的に実施することを基本方針としております。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。これ

らの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

今後の配当につきましては、財政状態、経営成績及び今後の事業計画を勘案し内部留保とのバランスを図り

ながらその実施を検討する所存であります。 

当社の剰余金の配当は、年１回の期末配当を行うことを基本的な方針とし、剰余金の配当の決定機関を株主

総会としております。 

内部留保資金につきましては、競争力強化のための投資資金及び財務内容のさらなる改善のための資金とし、

企業価値の向上に活用してまいります。 

なお、当事業年度の配当につきましては、期末配当金を１株につき115円とすることといたしました。基準

日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円） 

2026年３月21日 
定時株主総会決議 

10,350 115 
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４【株価の推移】 

（１）【最近３年間の事業年度別最高・最低株価】 

回次 第25期 第26期 第27期 

決算年月 2023年12月 2024年12月 2025年12月 

最高（円） 2,240 － － 

最低（円） 2,240 － － 

（注１）最高・最低株価は、東京証券取引所 TOKYO PRO Marketにおける取引価格であります。 

（注２）第26期及び第27期は売買実績はありません。 

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

月別 2025年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

最高（円） － － － － － － 

最低（円） － － － － － － 

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所 TOKYO PRO Marketにおける取引価格であります。なお、2025年7月から12月の 

売買実績はありません。 
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５【役員の状況】 

男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬 
所有 
株式数 
(株) 

代表 

取締役 
社長 井手 浩太 1977年７月12日 

1998年12月 ㈱ナディア入社 

(注１) (注３) 8,000 

1999年３月 ㈲ミウラニュースサービス入社 

2001年６月 当社入社 

2008年３月 当社取締役 

2014年２月 当社常務取締役 経営管理本部長 

2024年１月 当社代表取締役社長（現任） 

代表 
取締役 

専務 
経営管理

本部長 

幸 隆志 1978年11月27日 

2002年４月 志木郵便局入局 

(注１) (注３) 4,600 

2005年２月 当社入社 

2014年２月 当社取締役 第二技術本部長 

2023年１月 当社常務取締役 統括本部長 

2024年１月 当社代表取締役常務 経営管理本部長 

2025年１月 当社代表取締役専務 経営管理本部長（現任） 

取締役 
第一統括
本部統括

本部長 

平野 隼都 1981年10月16日 

2006年９月 当社入社 

(注１) (注３) 3,900 
2015年１月 当社技術本部部長 

2020年２月 当社取締役 第一技術本部長 

2026年１月 当社取締役第一統括本部統括本部長（現任） 

取締役 

第二統括

本部統括
本部長 

吉川 正太 1979年12月７日 

2002年４月 当社入社 

(注１) － 3,000 
2014年２月 当社取締役（2023年12月退任） 

2024年１月 当社執行役員 第二統括本部統括本部長 

2026年３月 当社取締役 第二統括本部統括本部長（現任） 

取締役 － 森 邦彦 1956年５月27日 

1981年４月 日本電気㈱入社 

(注１) － － 

1987年４月 北海道職業能力開発短期大学校 講師 

1996年５月 鹿児島大学工学部 助教授 

2003年４月 鹿児島大学学術情報基盤センター 教授 

2006年５月 
 

特定非営利活動法人鹿児島インファーメーション 
理事長（現任） 

2016年４月 鹿児島大学 副学長（2022年３月退任） 

2017年１月 
 

鹿児島県警察本部サイバー犯罪対策テクニカルアド
バイザー（現任） 

2017年５月 

 

一般社団法人鹿児島県情報サービス産業協会 監事

（現任） 
2022年４月 鹿児島大学 名誉教授（現任） 

2025年４月 
 

一般社団法人鹿児島県情報セキュリティ協議会  
理事（現任） 

2026年３月 当社社外取締役（現任） 

監査役 － 佐々木 孝興 1959年６月20日 

1982年４月 ㈱ビー・エス・シー（現富士通㈱）入社 

(注２) (注３) － 

2006年４月 同社パッケージ＆サービス本部 事業推進室室長 

2009年４月 同社サービスビジネス本部 事業推進室室長 

2016年４月 同社エンベデッドシステム本部 事業推進室室長 

2020年10月 当社入社 

2021年９月 当社監査役（現任） 

監査役 － 森 尚美 1972年５月12日 

1997年10月 

 

監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）

入所 

(注２) － － 

1998年11月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 

2013年10月 佐藤誠会計事務所入所 

2014年10月 ラクスル㈱ 社外常勤監査役 

2016年７月 森尚美公認会計士事務所開設 所長（現任） 

2019年10月 
ラクスル㈱ 社外取締役監査等委員（2025年10月退
任） 

2020年12月 ㈱ダンボールワン 監査役（2022年２月退任） 

2022年12月 ㈱アトラエ 社外取締役監査等委員（現任） 

2026年３月 当社社外監査役（現任） 

計 19,500 

（注１）取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであ

ります。 

（注２）監査役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2029年12月期に係る定時株主総会終結の時までであ

ります。 

（注３）2025年12月期における役員報酬の総額は、「６【コーポレート・ガバナンスの状況等】（１）【コーポレート・ガバ

ナンスの状況】⑧役員報酬の内容」に記載のとおりであります。 

（注４）取締役森邦彦氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

（注５）監査役森尚美氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 

当社のコーポレート・ガバナンス体制は、次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置付けております。当社の企業価値を継続的

に向上させ、また、当社を取り巻く株主、顧客、従業員、取引先等の利害関係者の信頼を得られるよう、迅

速かつ適正な意思決定を図り、効率性と透明性の高い経営体制の確立に取り組んでおります。 

② 会社の機関の内容 

イ．取締役会 

当社の取締役会は、５名の取締役で構成されております。 

取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に基づき、職務権限規程、取締役会規程その他の当社諸規程

等の会社運営の基礎となる諸基準を整備し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を確保しております。 

なお、定例取締役会は毎月１回、その他必要に応じて臨時取締役会が開催され、経営に関する重要事項

を決定しております。 

取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するものとしており、これをもとに、取締役会は取締

役の職務執行を監督しております。 

ロ．監査役 

当社は監査役制度を採用しており、２名で構成されております。監査役は、監査役規程に基づき、取締

役の業務執行状況を適正に監査しております。また、監査役は取締役会に出席し、取締役の職務の執行状

況を監視するとともに、適宜必要な意見を述べております。 

ハ．会計監査 

当社は、監査法人コスモスと監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有価証

券上場規程の特例」第128条第３項の規定に基づき監査を受けております。なお、2025年12月期において

監査を執行した公認会計士は岩村豊正氏、寺島洋希氏の２名であり、いずれも継続監査年数は７年以内で

あります。また当該監査業務にかかる補助者は公認会計士12名及びその他１名であります。 

なお、当社と同監査法人及び監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には特別の利害関係はあ

りません。 

  

選任、解任 選任、解任 

株主総会 

代表取締役社長 内部監査室 

報告 

社内各組織 

業務執行 監査 

指示 

会計監査 監査 
監査法人 取締役会 監査役協議会 

選定、解職、監督 

連携 
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③ 内部統制システムの整備の状況 

当社は、職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担することで、特定の組織並びに特定の担当者に

業務や権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くよう努めております。 

なお、当社の内部統制システムの基本方針の概要は次のとおりであります。 

a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社は、法令遵守に則り「経営理念」を取締役及び使用人全員へ周知します。また、各部門が有する

法令・企業倫理遵守責任を補完・強化し、法令遵守に関する施策の推進を行います。 

周知に当たっては「リスク・コンプライアンス規程」等を活用し、事業活動に係るコンプライアンス

に対する取締役及び使用人の責任を明確化致します。 

代表取締役が法令・企業倫理遵守に関する通報・相談の対応を行います。 

b.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

当社は、取締役の職務の執行に係る情報について、法令並びに情報の保存及び管理に関する社内規程

に従い適切にその保存と管理を行います。 

c.損失の危機管理に関する規程その他の体制 

 当社は、リスク管理を経営の重要課題と位置づけ、リスク管理に関しては、関連する社内規程に従っ

た各部門の自律的な取り組みを基本とし、リスク発生の未然防止及び発生した場合に的確に対応するた

め、取締役会で経営上のリスクを総合的に分析し、意思決定を図ってまいります。 

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を定例的に開催して

おります。取締役会は経営方針及び重要な意思決定と業務執行に関する監督等を行う機関として、会社

の重要事項を決定します。 

 なお、取締役の職務については社内規程でその職務を定めております。 

e.監査役がその職務補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

 当社には監査役の職務を補助すべき専属の使用人はおりませんが、必要に応じて、監査役の補助使用

人を置くこととし、その補助使用人に対する人事等については、取締役と監査役が事前の協議のうえ決

定するものとします。 

f.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査

役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 取締役及び使用人は監査役に対して法定の事項に加え、当社及び当社の関係会社に重大な影響を及ぼ

す事項について報告します。 

 また、当社は、監査役が取締役及び使用人の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するた

めに、取締役会その他の重要な会議に出席し、業務執行に関する重要な文章等を閲覧し、必要に応じて

取締役または使用人にその説明を求めることができる体制を確保しております。 

④ 内部監査及び監査役の状況 

当社の内部監査は、内部監査室（担当者２名）が主管部署として業務を監査しております。なお、内部監

査室の監査は、取締役会が指定する部署が実施しており、相互に牽制する体制をとっております。各部の監

査結果並びに改善点については、内部監査担当者より代表取締役に対し報告書並びに改善要望書を提出する

体制をとっております。 

また、監査役は、内部監査担当者より監査実施状況について随時報告を受けるとともに、代表取締役及び

監査法人と定期的に意見交換を行い、取締役会出席以外の場においても課題・改善事項について情報共有し、

監査役監査の実効性を高めることとしております。 

⑤ リスク管理体制の整備の状況 

当社のリスク管理体制は、リスク管理の主管部署として経営管理本部が情報の一元化を行っております。

また、当社は企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家から経営判断上の参

考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。 

⑥ 社外取締役及び社外監査役の状況 

当社は社外取締役１名及び社外監査役１名を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、経営に対

する監視、監督及び助言機能を担っております。 
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社外取締役の森邦彦氏は、大学教授として、情報セキュリティ分野に関する専門知識と豊富な実務経験を

有しており、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、選任して

おります。社外監査役の森尚美氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する専門知識と豊富な実務経験

を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。

両氏と当社との間には人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他の利害関係はありません。 

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりま

せんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしてお

り、客観的、中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引関係等を考慮した上で、多様な視点、経験、

高度なスキルを有する人材を選任しております。 

⑦ 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

支配株主との取引が発生する場合には、当該取引条件を一般の取引条件と同等の条件に照らし合わせて決

定し、かつ、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないように

対応いたします。関連当事者取引については、取引の際に取締役会の承認を必要といたします。このような

運用を行うことで、関連当事者取引を取締役会において適時把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除す

る体制を構築しております。 

⑧ 役員報酬の内容 

役員区分 
報酬等の総額 
（千円） 

報酬等の種類別の総額 
（千円） 

対象となる 
役員の員数 
（人） 固定報酬 業績連動報酬 

左記のうち、
非金銭報酬等 

取締役（社外取締役を除く） 44,520 44,520 － － 4 

監査役（社外監査役を除く） 5,160 5,160 － － 1 

社外役員 － － － － － 

（注）取締役の報酬等の額には、使用人兼取締役の使用人分給与は、含まれておりません。 

 

⑨ 取締役の定数 

当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。 

⑩ 取締役の選任決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めて

おります。 

⑪ 株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件につ

いて、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３

分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。 

⑫ 自己株式の取得 

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することがで

きる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とする

ため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。 

⑬ 中間配当に関する事項 

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年６月30日を基準日として、中

間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするた

めであります。 

 ⑭ 取締役及び監査役の責任免除 

   当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む)及

び監査役(監査役であった者を含む)の同法第423条第１項の賠償責任を、法令の限度において免除できる旨を

定款に定めております。これは、取締役及び監査役が、職務の遂行にあたって期待される役割を十分発揮で

きる環境を整備するためであります。 

 ⑮ 社外監査役との責任限定契約の内容の概要 
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   該当事項はありません。 

 

⑯ 株式の保有状況 

該当事項はありません。 

 

（２）【監査報酬の内容等】 

①【監査法人に対する報酬の内容】 

区分 最近事業年度 

 
監査証明業務に基づく報酬 

（千円） 
非監査業務に基づく報酬 

（千円） 

発行者 13,000 － 

計 13,000 － 

②【その他重要な報酬の内容】 

該当事項はありません。 

③【監査法人の発行者に対する非監査業務の内容】 

該当事項はありません。 

④【監査報酬の決定方針】 

当社の事業規模・業務の特性等に基づいた監査日数を勘案して監査報酬額を決定しております。 
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第６【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

（１）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に

基づいて作成しております。 

（２）当社の財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の

施行規則」第116条第３項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠しております。 

 

２ 監査証明について 

当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128条第３

項の規定に基づき、当事業年度（2025年１月１日から2025年12月31日まで）の財務諸表について、監査法人

コスモスにより監査を受けております。 

 

３ 連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【財務諸表等】 

（１）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

(2024年12月31日) 
当事業年度 

(2025年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 546,264 448,148 

売掛金及び契約資産 ※１     253,345 ※１     316,760 

前払費用 14,464 8,113 

未収入金 1,107 5,538 

その他 45 4,131 

流動資産合計 815,227 782,692 

 固定資産   

  有形固定資産   

建物附属設備（純額） 40,976 47,253 

工具、器具及び備品（純額） 227 0 

有形固定資産合計 ※２      41,203 ※２      47,253 

投資その他の資産   

長期前払費用 84,524 81,862 

前払年金費用 18,049 21,603 

差入保証金 12,495 15,667 

保険積立金 81,267 100,940 

長期預金 219,487 324,043 

その他 6,125 8,793 

投資その他の資産合計 421,950 552,910 

固定資産合計 463,153 600,164 

資産合計 1,278,381 1,382,857 
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 (単位：千円) 

 
前事業年度 

(2024年12月31日) 
当事業年度 

(2025年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 90,800 90,800 

１年内償還予定の社債 8,000 － 

１年内返済予定の長期借入金 152,639 150,340 

未払金 107,735 142,480 

未払費用 104,226 113,889 

未払法人税等 6,627 33,268 

未払消費税等 77,141 39,343 

預り金 24,757 22,574 

賞与引当金 12,547 14,232 

流動負債合計 584,474 606,929 

固定負債   

長期借入金 239,481 219,105 

資産除去債務 13,226 15,975 

固定負債合計 252,707 235,080 

負債合計 837,182 842,009 

純資産の部   

株主資本   

資本金 45,000 45,000 

利益剰余金   

 利益準備金 3,092 3,767 

 その他利益剰余金   

   繰越利益剰余金 393,011 491,918 

利益剰余金合計 396,103 495,685 

株主資本合計 441,103 540,685 

評価・換算差額等 
 

 

     その他有価証券評価差額金 95 161 

     評価・換算差額等合計 95 161 

純資産合計 441,199 540,847 

負債純資産合計 1,278,381 1,382,857 
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②【損益計算書】 

(単位：千円) 

 
前事業年度 

（自 2024年１月１日 
至 2024年12月31日） 

当事業年度 
（自 2025年１月１日 

至 2025年12月31日） 

売上高 ※１     2,156,871 ※１     2,247,263 

売上原価 1,656,870 1,724,056 

売上総利益 500,001 523,206 

販売費及び一般管理費 ※２       288,597 ※２       388,234 

営業利益 211,404 134,972 

営業外収益   

受取利息 26 502 

受取配当金 18 18 

保険解約返戻金 1,515 10,492 

助成金収入 6,266 9,055 

その他 2,054 2,161 

営業外収益合計 9,881 22,229 

営業外費用   

支払利息 6,227 6,773 

社債利息 13 6 

その他 380 344 

 営業外費用合計 6,620 7,124 

経常利益 214,664 150,077 

特別損失   

 役員退職慰労金 114,956 － 

 特別損失合計 114,956 － 

税引前当期純利益 99,708 150,077 

法人税、住民税及び事業税 26,029 46,347 

法人税等調整額 3,398 △2,602 

法人税等合計 29,428 43,745 

当期純利益 70,280 106,332 

 

【売上原価明細書】 

区分 注記
番号 

前事業年度 
（自 2024年１月１日 
至 2024年12月31日） 

当事業年度 
（自 2025年１月１日 
至 2025年12月31日） 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ労務費  986,208 59.5 1,042,354 60.5 

Ⅱ外注費  641,625 38.7 652,825 37.9 

Ⅲ経費  29,035 1.8 28,876 1.6 

合計  1,656,870 100.0 1,724,056 100.0 

(注)原価計算の方法は、個別原価計算であります。 
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③【株主資本等変動計算書】 

前事業年度（自 2024年１月１日  至 2024年12月31日） 

（単位：千円） 

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産 
合計 資本金 

利益剰余金 

株主資本 
合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計 利益準備金 

その他 
利益剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 
剰余金 

当期首残高 45,000 2,417 330,156 332,573 377,573 7 7 377,581 

当期変動額         

剰余金の配当   △6,750 △6,750 △6,750   △6,750 

利益準備金の積立  675 △675 － －   － 

当期純利益   70,280 70,280 70,280   70,280 

株主資本以外の項目の 

当期純変動額（純額） 
     88 88 88 

当期変動額合計 － 675 62,855 63,530 63,530 88 88 63,618 

当期末残高 45,000 3,092 393,011 396,103 441,103 95 95 441,199 

 

当事業年度（自 2025年１月１日  至 2025年12月31日） 

（単位：千円） 

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産 
合計 資本金 

利益剰余金 

株主資本 
合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計 利益準備金 

その他 
利益剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 
剰余金 

当期首残高 45,000 3,092 393,011 396,103 441,103 95 95 441,199 

当期変動額         

剰余金の配当   △6,750 △6,750 △6,750   △6,750 

利益準備金の積立  675 △675 － －   － 

当期純利益   106,332 106,332 106,332   106,332 

株主資本以外の項目の 

当期純変動額（純額） 
     65 65 65 

当期変動額合計 － 675 98,907 99,582 99,582 65 65 99,648 

当期末残高 45,000 3,767 491,918 495,685 540,685 161 161 540,847 
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④【キャッシュ・フロー計算書】 

 (単位：千円) 

 
前事業年度 

（自 2024年１月１日 
至 2024年12月31日） 

当事業年度 
（自 2025年１月１日 

至 2025年12月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 99,708 150,077 

減価償却費 2,652 3,776 

前払年金費用の増減額（△は増加） △2,475 △3,553 

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,209 1,684 

受取利息及び受取配当金 △45 △520 

役員退職慰労金 114,956 － 

保険解約返戻金 △1,515 △10,492 

助成金収入 △6,266 △9,055 

支払利息及び社債利息 6,240 6,779 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） 22,518 △63,414 

長期前払費用の増減額（△は増加） △10,058 2,661 

未払金の増減額（△は減少） △35,667 34,745 

未払費用の増減額（△は減少） 8,670 9,662 

未払消費税等の増減額（△は減少） 36,122 △37,797 

預り金の増減額（△は減少） 3,006 △2,183 

その他 △11,912 △517 

小計 229,144 81,853 

利息及び配当金の受取額 43 518 

利息の支払額 △6,240 △6,779 

法人税等の支払額 △52,863 △19,469 

役員退職慰労金の支払額 △114,956 － 

保険解約返戻金の受取額 1,515 10,492 

助成金の受取額 6,266 9,055 

営業活動によるキャッシュ・フロー 62,909 75,670 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金等の預入による支出 △188,785 △518,706 

定期預金等の払戻による収入 154,084 478,014 

有形固定資産の取得による支出 △7,755 △7,271 

保険積立金の積立による支出 △19,702 △20,259 

その他 3,439 △4,275 

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,719 △72,497 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 7,850 － 

長期借入れによる収入 150,000 150,000 

長期借入金の返済による支出 △183,332 △172,675 

社債の償還による支出 △7,000 △8,000 

配当金の支払額 △6,750 △6,750 

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,232 △37,425 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △35,041 △34,252 

現金及び現金同等物の期首残高 348,264 313,223 

現金及び現金同等物の期末残高 ※    313,223 ※    278,971 
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【注記事項】 

（重要な会計方針） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

（１）有価証券 

その他有価証券 

市場価格のない株式等：移動平均法による原価法を採用しております。 

市場価格のない株式等以外のもの：時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用しております。 

２．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産 

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については定額法

を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物附属設備    10～15年 

工具、器具及び備品 ５年 

（２）長期前払費用 

 均等償却によっております。 

３．繰延資産の処理方法 

（１）社債発行費 

支出時に全額費用として計上しております。 

４．引当金の計上基準 

（１）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度分に見合う分を計

上しております。 

（２）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（期末自己都合退職金要支給額）に基

づき、計上しております。計算方法は簡便法を使用しております。 

５．収益及び費用の計上基準 

収益の計上基準は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと

交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。契約開始時において、一定期

間にわたり充足する履行義務かどうかを判断し、当該履行義務に該当しないと判断されるものについて

は、一時点で充足する履行義務としています。 

一定期間にわたり履行義務が充足される契約については、システム開発における請負契約及び準委任

契約が含まれております。これらの契約は期末日における見積総原価に対する累積実際発生原価の割合

に応じた金額で履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり

認識する方法にて計上しております。 

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

該当事項はありません。 
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（重要な会計上の見積り） 

（繰延税金資産の回収可能性に係る見積り） 

１．当事業年度の財務諸表に計上した金額 

 前事業年度 当事業年度 

繰延税金資産（投資その他の資産のその他） 1,887千円 4,451千円 

 

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 2018年

２月16日）に定める会社分類に基づき、当事業年度末における将来減算一時差異に対して、将来の税金負担

額を軽減することができる範囲内で計上しております。 

当社は、繰延税金資産の計上について、将来計画を基礎として作成しており、将来の課税所得の発生金額

や発生時期等の見込みに基づき、回収可能性を十分に検討しております。 

 

（未適用の会計基準） 

（リースに関する会計基準等） 

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日 企業会計基準委員会） 

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日 企業会計基準委員

会）等 

  

（１）概要 

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全

てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏

まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第

16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、

かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基

準等が公表されました。 

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイ

ナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産

に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。 

  

（２）適用予定日 

 2028年12月期の期首から適用予定であります。 

  

（３）当該会計基準等の適用による影響 

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。 

 

（表示方法の変更） 

（損益計算書） 

前事業年度において独立掲記しておりました営業外収益の「保険配当金」は、金額的重要性が乏しくなった

ため、当事業年度は「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年

度の財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「保険配当金」に表示していた934千円及び

「その他」に表示していた1,119千円は、「その他」2,054千円として組み替えております。 
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（貸借対照表関係） 

※１ 売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、「（収益認識関係） 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び

時期に関する情報 （１）契約資産の残高等」に記載しております。 

 

※２  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。 

  
前事業年度 

（2024年12月31日） 
当事業年度 

（2025年12月31日） 

有形固定資産の減価償却累計額 6,952千円 10,729千円 

 

（損益計算書関係） 

※１ 顧客との契約から生じる収益 

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりませ

ん。顧客との契約から生じる収益の金額は、「（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益を分

解した情報」に記載しております。 

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  
前事業年度 

（自 2024年１月１日 
  至 2024年12月31日） 

当事業年度 
（自 2025年１月１日 

    至 2025年12月31日） 

役員報酬 49,206千円 49,680千円 

給料及び賞与 60,739 98,335 

退職給付費用 3,030 3,529 

減価償却費 2,652 3,776 

支払手数料 35,291 46,428 

賃借料 35,027 51,347 

 

販売費に属する費用及び一般管理費に属する費用のおおよその割合は以下のとおりであります。 

販売費 29.5％ 31.1％ 

一般管理費 70.5％ 68.9％ 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日） 

１． 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 当事業年度期首(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末(株) 

発行済株式     

普通株式 90,000 

00 

0 

,0,00 

－ － 90,000 

00 

0 

,0,00 

合計 90,000 

00 

0 

,0,00 

－ － 90,000 

  

２． 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３． 新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 
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４． 配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

2024年３月23日 

定時株主総会 
普通株式 6,750 75 2023年12月31日 2024年３月25日 

 

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

2025年３月22日 

定時株主総会 
普通株式 6,750 利益剰余金 75 2024年12月31日 2025年３月24日 

 

当事業年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日） 

１． 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 当事業年度期首(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末(株) 

発行済株式     

普通株式 90,000 

00 

0 

,0,00 

－ － 90,000 

00 

0 

,0,00 

合計 90,000 

00 

0 

,0,00 

－ － 90,000 

  

２． 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３． 新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４． 配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

2025年３月22日 

定時株主総会 
普通株式 6,750 75 2024年12月31日 2025年３月24日 

 

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

2026年３月21日 

定時株主総会 
普通株式 10,350 利益剰余金 115 2025年12月31日 2026年３月23日 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

※現金及び現金同等物の当期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。 

  
前事業年度 

（自 2024年１月１日 
  至 2024年12月31日） 

当事業年度 
（自 2025年１月１日 

    至 2025年12月31日） 

現金及び預金勘定 546,264千円 448,148千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △233,040 △169,177 

現金及び現金同等物 313,223 278,971 
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（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

 (１)金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行等の金融機関か

らの借入及び新株発行による方針です。また、デリバティブ取引に関しては行わない方針です。 

(２)金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。 

営業債務である未払金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日です。 

短期借入金及び長期借入金は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものです。そのう

ち一部は、資金調達に係る金利リスク及び流動性リスクに晒されております。 

(３)金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

営業債権である売掛金については経常的に発生しており、担当者が所定の手続きに従い、債権回収状況

を定期的にモニタリングし、支払遅延の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。 

特に金額等の重要性が高い取引については、取締役会において、取引実行の決定や回収状況の報告など

を行います。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

変動金利の借入金については、定期的に市場金利の状況を把握することにより、リスク低減を図ってお

ります。 

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

未払金については月次単位での支払予定を把握するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リス

クを管理しております。 

資金調達時には、金利の変動動向の確認または他の金融機関との金利比較を行っております。また、管

理部門が適時に資金繰り計画作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理

しております。 

(４)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

前事業年度（2024年12月31日） 

 
貸借対照表計上額 

(千円) 
時価 

（千円） 
差額 

（千円） 

（1）社債（１年内償還予定を含む） 8,000 7,963 △36 

（2）長期借入金（１年内返済予定を含む） 392,120 389,672 △2,447 

負債計 400,120 397,636 △2,483 

 

当事業年度（2025年12月31日） 

 
貸借対照表計上額 

(千円) 
時価 

（千円） 
差額 

（千円） 

（1）長期借入金（１年内返済予定を含む） 369,445 366,467 △2,977 

負債計 369,445 366,467 △2,977 

（注１） 「現金及び預金」、「売掛金及び契約資産」、「短期借入金」、「未払金」及び「未払費用」については、現金であること、

及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。 
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（注２） 金銭債権の決算日後の償還予定額 

前事業年度（2024年12月31日） 

 
１年以内 
（千円） 

１年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

現金及び預金 546,264 － － － 

売掛金及び契約資産 253,345 － － － 

合計 799,609 － － － 

当事業年度（2025年12月31日） 

 
１年以内 
（千円） 

１年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

現金及び預金 448,148 － － － 

売掛金及び契約資産 316,760 － － － 

合計 764,909 － － － 

（注３） 社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額 

前事業年度（2024年12月31日） 

 
 

１年以内 
（千円） 

１年超 
２年以内 
（千円） 

２年超 
３年以内
（千円） 

３年超 
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
（千円） 

社債（１年内償還予定を含む） 8,000 － － － － － 

長期借入金（１年内返済予定を含む） 152,639 120,421 58,587 36,960 12,512 11,001 

合計 160,639 120,421 58,587 36,960 12,512 11,001 

当事業年度（2025年12月31日） 

 
 

１年以内 
（千円） 

１年超 
２年以内 
（千円） 

２年超 
３年以内
（千円） 

３年超 
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
（千円） 

長期借入金（１年内返済予定を含む） 150,340 88,764 67,008 42,560 15,683 5,090 

合計 150,340 88,764 67,008 42,560 15,683 5,090 

 

３．金融商品のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品 

 該当事項はありません。 

（２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

 前事業年度（2024年12月31日） 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

社債（１年内償還予定を含む） － 7,963 － 7,963 

長期借入金（１年内返済予定を含む） － 389,672 － 389,672 

負債計 － 397,636 － 397,636 
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当事業年度（2025年12月31日） 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金（１年内返済予定を含む） － 366,467 － 366,467 

負債計 － 366,467 － 366,467 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

社債（１年内償還予定を含む）、長期借入金（１年内返済予定を含む） 

 元利金の合計額を新規に同様の社債発行、借入等を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定し

ており、レベル２の時価に分類しております。なお、変動金利の借入は、金利の変動を反映していることから、時価は

当該帳簿価額によっております。 

 

（有価証券関係） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社では、退職一時金制度（すべて非積立型）を採用しております。当社が有する退職一時金制度は、簡

便法により退職給付引当金（前払年金費用）及び退職給付費用を計算しております。 

 

２．退職一時金制度 

(１)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金（前払年金費用）の期首残高と期末残高の調整表 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

（自 2024年１月１日 
    至 2024年12月31日） 

当事業年度 
（自 2025年１月１日 

    至 2025年12月31日） 

退職給付引当金（△は前払年金費用）の期首残高 △15,574 △18,049 

退職給付費用 △3,050 △3,553 

退職給付の支払額 574 － 

退職給付引当金（△は前払年金費用）の期末残高 △18,049 △21,603 

 

(２)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金（前払年金費用）の調整表 

  （単位：千円） 

 前事業年度 

（2024年12月31日） 

当事業年度 

（2025年12月31日） 

一時金制度の退職給付債務 － － 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △18,049 △21,603 

退職給付引当金（△は前払年金費用） △18,049 △21,603 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △18,049 △21,603 

 

(３)退職給付費用 

簡便法で計算した退職給付費用は、前事業年度は△3,050千円、当事業年度は△3,529千円であります。 

 

（ストック・オプション等関係） 

該当事項はありません。 
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（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 前事業年度 
（2024年12月31日） 

当事業年度 
（2025年12月31日） 

繰延税金資産    

未払事業税 679千円 3,576千円 

賞与引当金 4,339 4,921 

未払費用 662 748 

減価償却費 1,432 1,387 

資産除去債務 4,573 5,660 

その他 793 870 

繰延税金資産小計 12,480 17,164 

評価性引当額 － － 

繰延税金資産合計 12,480 17,164 

繰延税金負債   

前払年金費用 △6,241 △7,654 

有形固定資産（資産除去債務） △4,300 △4,970 

その他 △50 △88 

繰延税金負債合計 △10,592 △12,712 

繰延税金資産の純額 1,887 4,451 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

 
前事業年度 

（2024年12月31日） 
当事業年度 

（2025年12月31日） 

法定実効税率 34.6％ 34.6％ 

（調整）   

住民税均等割 0.4 0.3 

特別税額控除 △3.7 △5.3 

その他 △1.8 △0.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.5 29.1 

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

 「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）」が2025年３月31日に国会で成立したことに

伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。 

 これに伴い、2027年1月１日以後に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金

資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.6％から35.4％に変更し計算しております。 

 なお、この税率変更による影響額は軽微であります。 

 

（資産除去債務関係） 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

（１）当該資産除去債務の概要 

当社は事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として

認識しております。 

（２）当該資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を取得から10～15年と見積り、割引率は当該使用見込期間に見合う国債の流通利回りを

使用して資産除去債務の金額を計算しております。 
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（３）当該資産除去債務の総額の増減 

  
前事業年度 

(自 2024年１月１日 
至 2024年12月31日) 

当事業年度 
(自 2025年１月１日 
至 2025年12月31日) 

期首残高 10,685千円 13,226千円 

有形固定資産の取得に伴う増加額 2,439 2,555 

時の経過による調整額 101 193 

期末残高 13,226 15,975 

 

（収益認識関係） 

１． 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

前事業年度（自 2024年１月１日  至 2024年12月31日） 

 （単位：千円） 

 報告セグメント 

 ソリューションサービス事業 

一時点で移転される財 205,479 

一定の期間にわたり移転される財 1,951,392 

顧客との契約から生じる収益 2,156,871 

外部顧客との売上高 2,156,871 

 

当事業年度（自 2025年１月１日  至 2025年12月31日） 

 （単位：千円） 

 報告セグメント 

 ソリューションサービス事業 

一時点で移転される財 265,668 

一定の期間にわたり移転される財 1,981,594 

顧客との契約から生じる収益 2,247,263 

外部顧客との売上高 2,247,263 

 

２． 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

当社との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常

の時点については、以下に記載のとおりであります。 

（１）請負契約及び準委任契約に基づく業務 

請負契約及び準委任契約に基づく業務については、 履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ること

ができる場合、一定の期間にわたり収益を認識しております。 履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見

積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合は、

期末日における見積総原価に対する累積実際発生原価の割合に応じた金額で履行義務の充足に係る進捗度

を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法にて計上しております。 

（２）派遣契約に基づく業務 

派遣契約に基づく業務については、契約期間にわたって履行義務が充足されるため、役務を提供する期

間にわたり収益を認識しております。 
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３． 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年

度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関

する情報 

（１）契約資産の残高等 

  （単位：千円） 

 前事業年度 当事業年度 

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 227,256 223,034 

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 223,034 213,434 

契約資産（期首残高） 48,607 30,311 

契約資産（期末残高） 30,311 103,326 

 

（２）残存履行義務に配分した取引価格 

未充足の履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間については、履行義務に

関して、当初に予想される契約期間が１年を超える契約がないため、注記を省略しております。 

 

 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

当社は、システム開発事業及びインフラ事業を主体とするソリューションサービス事業を行っており、単

一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

【関連情報】 

前事業年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

（単位：千円） 

 システム開発事業 インフラ事業 合計 

外部顧客への売上高 1,828,153 328,717 2,156,871 

 

２．地域ごとの情報 

(１)売上高 

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

(２)有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

顧客の名称又は氏名 売上高（千円） 関連するセグメント名 

TDCソフト㈱ 669,527 (注) 

富士通㈱ 453,234 (注) 

(注)当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

当事業年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

（単位：千円） 

 システム開発事業 インフラ事業 合計 

外部顧客への売上高 1,943,103 304,159 2,247,263 
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２．地域ごとの情報 

(１)売上高 

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

(２)有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

顧客の名称又は氏名 売上高（千円） 関連するセグメント名 

TDCソフト㈱ 667,256 (注) 

富士通㈱ 378,372 (注) 

(注)当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。 
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前事業年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

前事業年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

前事業年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

【関連当事者情報】 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

項目 
前事業年度 

（自 2024年１月１日 
    至 2024年12月31日） 

当事業年度 
（自 2025年１月１日 

    至 2025年12月31日） 

１株当たり純資産額 4,902円21銭 6,009円42銭 

１株当たり当期純利益 780円89銭 1,181円47銭 

（注１） 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

（注２） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

項目 
前事業年度 

（2024年12月31日） 
当事業年度 

（2025年12月31日） 

純資産の部の合計額 （千円） 441,199 540,847 

純資産の部の合計額から控除する金額 （千円） － － 

普通株式に係る期末の純資産額 （千円） 441,199 540,847 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数 （株） 90,000 90,000 

 

（注３） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

項目 
前事業年度 

（自 2024年１月１日 
    至 2024年12月31日） 

当事業年度 
（自 2025年１月１日 

  至 2025年12月31日） 

当期純利益 （千円） 70,280 106,332 

普通株主に帰属しない金額 （千円） － － 

普通株式に係る当期純利益 （千円） 70,280 106,332 

普通株式の期中平均株式数 （株） 90,000 90,000 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省

略しております。 

 

【有形固定資産等明細表】 

資産の種類 
当期首残高 
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

当期末減価 
償却累計額 
又は償却累 

計額 
(千円) 

当期償却額 
(千円) 

差引当期末 
残高 
(千円) 

有形固定資産        

建物附属設備 44,029 9,826 － 53,856 6,602 3,549 47,253 

工具、器具及び備品 4,126 － － 4,126 4,126 227 0 

有形固定資産計 48,156 9,826 － 57,983 10,729 3,776 47,253 

（注）建物附属設備の増加はNagasaki Hub開設に伴うものであります。 

 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。  

【借入金等明細表】 

区分 
当期首残高 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

平均利率 
(％) 

返済期限 

短期借入金 90,800 90,800 1.7 － 

１年以内に返済予定の長期
借入金 

152,639 150,340 1.6 － 

長期借入金(１年以内に返
済予定のものを除く。) 239,481 219,105 1.6 2027年～2032年 

合計 482,920 460,245 － － 

（注１） 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

（注２） 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。 

区分 
１年超２年以内 

(千円) 
２年超３年以内 

(千円) 
３年超４年以内 

(千円) 
４年超５年以内 

(千円) 

長期借入金 88,764 67,008 42,560 15,683 

 

【引当金明細表】 

区分 
当期首残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高
（千円） 

賞与引当金  12,547 14,232 12,547 － 14,232 

 

【資産除去債務明細表】 

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、

資産除去債務明細表の記載を省略しております。 
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（２）【主な資産及び負債の内容】 

１ 流動資産 

① 現金及び預金 

区分 金額(千円) 

現金 81 

預金  

普通預金 278,889 

定期預金 169,177 

小計 448,067 

合計 448,148 

 

② 売掛金及び契約資産 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

富士通㈱ 92,106 

TDCソフト㈱ 63,948 

㈱キューブシステム 25,697 

匠ワランティアンドプロテクション㈱ 16,122 

㈱NTTデータMSE 13,233 

その他 105,652 

合計 316,760 

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況   
  

当期首残高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

× 100 
(A)＋(B) 

 

(A)＋(D) 

２ 

(B) 

365 
 

253,345 2,471,989 2,408,574 316,760 88.4 42.1 

 

２ 投資その他の資産 

① 長期前払費用 

区分 金額(千円) 

前払保険料 81,650 

信用保証料 211 

合計 81,862 

 

② 長期預金 

区分 金額(千円) 

定期預金 320,743 

定期積金 3,300 

合計 324,043 

  



51 

③ 保険積立金 

区分 金額(千円) 

かんぽ生命 74,041 

日本生命 26,898 

合計 100,940 

 

３ 流動負債 

① 未払金 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

㈱ラクスパートナーズ 12,183 

㈱Circulate Line 7,931 

㈱マリモ・グローバル・テクノロジー 7,762 

フューチャー・アンティークス㈱ 7,404 

㈱BTM 6,436 

その他 100,762 

合計 142,480 

 

② 未払費用 

内容 金額(千円) 

給与 74,772 

社会保険料 35,310 

事業所税 2,065 

その他 1,741 

合計 113,889 

 

③  未払消費税等 

内容 金額(千円) 

未払消費税等 39,343 

合計 39,343 

 

（３）【その他】 

該当事項はありません。 
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第７【外国為替相場の推移】 

該当事項はありません。 

 

第８【発行者の株式事務の概要】 

 

事業年度 毎年１月１日から12月31日まで 

定時株主総会 毎事業年度末日から３ヶ月以内 

基準日 毎年12月31日 

株券の種類 － 

剰余金の配当の基

準日 
毎年12月31日 

毎年６月30日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え  

取扱場所 － 

株主名簿管理人 － 

取次所 － 

名義書換手数料 － 

新券交付手数料 － 

単元未満株式の買

取り 

 

 

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 

三井住友信託銀行株式会社 

取次所 － 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公

告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 

公告掲載URL https://wiss1.co.jp/ 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款

に定めております。（1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利、（2）会社法第166条１項の規定により請求する権利、

（3）株主の有する株式数に応じて募集株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 
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第二部【特別情報】 

 

第１【外部専門家の同意】 

該当事項はありません。 
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独立監査人の監査報告書 

2026年３月 27日 

株式会社ウイズ・ワン 

取締役会  御中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査意見 

当監査法人は、株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第 128 条

第３項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ウイズ・ワンの     

2025年１月１日から 2025年 12月 31日までの第 27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明

細表について監査を行った。  

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社ウイズ・ワンの 2025年 12月 31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。  

  

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法

人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ

の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入

手したと判断している。  

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、発行者情報に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報であ

る。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の

記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す

ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を

払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し

 

  愛知県名古屋市 

代 表 社 員 

業務執行社員 
公認会計士 岩村 豊正 

   

   

代 表 社 員 

業務執行社員 
公認会計士 寺島 洋希      
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適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。  

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に

関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。  

  

財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に

対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は

集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると

判断される。  

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の

基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を

検討する。 

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積

りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査

証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告

書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項

が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論

は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。 

・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。 

監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策

を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合

はその内容について報告を行う。      

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

 

以 上  

 

(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（発行者情報提出会社）が別途保管しております。 


